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世界のビジネス潮流を読む
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世界的な「企業の社会的責任（CSR）」の普及に伴い、
国ごとにCSRに関する基準や規律を定める動きが進
み、通商ルールの分野にまで広がりつつある。ビジネ
スの現場では、顧客が取引条件としてCSRを求める
事例が増えている。また競争手段の一つとしても注目
が集まるなど、CSRを企業活動に適切に取り込むこと
の重要性はますます大きくなっている。CSRに関する
世界のトレンドと今後のCSRとの付き合い方を探る。

CSRの影響範囲が拡大
CSR の基準づくりが進展している。CSR の国際基

準として ISO26000 が 2010 年 11 月に発行されて 5 年、
それ以前から CSR 指針作成時の参考とされた GRI ガ
イドライン注1も 13 年 5 月に改定版が発表された。日
本では経団連が ISO26000 のコンセプトを取り込んだ
企業行動憲章を速やかに作成したことなどが奏功し、
同行動憲章、ISO26000、GRI を利用する企業が大手
企業の半数以上に上る注2。ジェトロが実施した「2015
年度日本企業の海外事業展開に関するアンケート調査

（2016 年 3 月）」によれば、CSR 指針を有する国内企
業の比率は中小企業を含め 35％に及んだ。

政府レベルでは欧州委員会が、11 年に発表した政
策文書にある CSR の定義を、「社会への影響に対する
企業の責任」と改め、「ボランティアベース（on a 
voluntary basis）」として企業の自主性を尊重する従
来の姿勢から一歩踏み込んだ。また域内企業に対し、
ISO26000 などの代表的な CSR ガイドラインを推奨す
る姿勢を明らかにした。さらに欧州委員会は従業員
500 人以上の企業に対し、環境、社会・雇用、人権、
腐敗防止、役員の多様性に関して報告を義務付ける法
整備を、各加盟国が 17 年中に進めるよう、EU 全域
を対象とした会計ルールの一部として求めている。新

興国においても、インドが 13 年の会社法改正時に、
一定水準の売上高か純資産・純利益という条件を満た
す企業を対象に CSR に関する支出を義務付けた。中
国政府も 11 年に CSR に関するガイドラインを公表す
るなど、世界各国で基準化や規律化の動きが進む。

通商ルールの中に CSR に関する記述が盛り込まれ
るケースも出てきた。16 年 2 月に署名された環太平洋
パートナーシップ（TPP）協定の「第 9 章　投資」と

「第 19 章　労働」では、締約国の政府と企業が、それぞ
れの立場で CSR を推進することが定められた。これ
ら条文に直接的な法的拘束力はないものの、各国の政
策や企業活動が逆行するのを予防する効果が見込まれ
る。今後、他の通商ルールへの波及効果も注目される。

サプライチェーン単位での取り組みが拡大　
CSR の基準化や規律化の浸透が企業戦略に与え得

る影響に関し、二つの動きを紹介したい。
一つ目は、企業との取引条件として CSR 対応を求

める動き。欧米では企業に対してサプライチェーンご
との CSR 対応を求める動きが非政府組織（NGO）や消
費者団体を中心に高まっている。日本でも内外の顧客
が企業との取引条件として CSR 対応を求める事例が
報告されている。前出のジェトロ調査でも、国内外の
顧客から対応を求められたことがある企業の割合は回
答企業全体の 42％に及ぶことが分かった。中小企業
だけを見ても 39％に及び、「海外ビジネスを直接行っ
ていない中小企業」についても 31％が該当した。ISO
は 17 年をめどに、「持続可能な調達」注3に焦点を絞っ
た新たな国際基準を発表することを明らかにしている。
導入されると上述したような動きがさらに進む可能性
が高く、企業活動に CSR を適切に取り込む重要性は
より一層増すことが予想される。

世界のCSRは今
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サプライチェーン単位で CSR を管理する場合、関
係企業には CSR への対応コストに加え、情報交換な
どで追加コストが発生する。それを軽減する取り組み
が進められている。英国に本部を持つ非営利団体

（NPO）の SEDEX は、世界各国のバイヤー企業とサ
プライヤー企業の間で CSR に関する情報を共有でき
るプラットフォームを提供（図）。サプライヤー会員
が、労働基準、健康と安全、環境などビジネス倫理に
関する共通アンケートを通じて自社の取り組みについ
て回答すると、その情報がバイヤー会員に共有される
仕組みで、両者間での効率的な情報交換が可能になる。
同プラットフォームに参加するバイヤーとサプライヤ
ーは、世界 150 カ国・地域の 3 万 8,000 社。日本国内
にもこれを活用する企業が現れ始めた。花王は同プラ
ットフォームに参加する取引先件数を、年内に引き上
げると報道された。SEDEX 以外では米国の FFC（Fair 
Factories Clearinghouse）やフランスのビューローベ
リタスなどが類似サービスを提供している。

一方、サプライヤーの立場からすると、供給先によ
って求める CSR の基準が異なるのが悩みの種。各バ
イヤーの要求を一つ一つ確認するだけでも時間と労力
が必要になる。そこでパナソニックは 16 年 6 月に

「サプライチェーン CSR 推進ガイドライン」を新た
に作成、CSR 取り組み状況を自己評価できる詳細な
チェックシートを公開した。CSR への独自対応が困
難な中小サプライヤーとともに CSR 改善に努めよう
とするパナソニックの姿勢は、専門家などから高く評
価されている。

CSRを通じて価値創造
もう一つの動きは、CSR を通じた価値創造である。

従来、CSR は短期的にはコスト要因になっても、中

長期的には取り組みそのものが企業の付加価値やブラ
ンドの向上につながり、競争力向上に資するといわれ
てきた。実際、投資先選定条件として対象企業の
CSR 取り組みを重視する「社会的責任投資（SRI）」
の運用分野において、成功事例が報告されている。投
資を受け入れる企業からの CSR に関する情報発信が
SRI の呼び込みにつながる、との声が多数あることか
ら、このトレンドは今後も続くと予想される。

一方、企業の CSR 取り組みが正当に評価される段
階には達していないとの見方が、これまでは主流だっ
たことも確か。日本の経営者の間では、CSR を「将
来への投資」ではなく「払うべきコスト」と見なす企
業が依然として多いことにも、その傾向が現れている
注4。受け手と出し手の間で情報を完全に共有するこ
とが難しいという問題や CSR リテラシーの不足など
により、最終消費者の理解が十分追いついていないこ
とがその理由とされてきた。

こうした状況が近年、大きく変わりつつある。米大
手調査会社ニールセンが、世界 60 カ国の 3 万人の消
費者を対象に行った調査（15 年 10 月）によると、購買
行動をする際に CSR の主要側面である「持続可能性」
に優れたブランドに、より多くの金額を支払う意思が
あると回答した人の割合は、13 年の 50％から 15 年に
は 66％へと伸びた。さらに、米国市場に限ってみると、

「CSR を意識した消費」の市場規模は 12 年以降、年
平均で 9％程度の成長を続けていると試算する。ホー
ルフーズ（小売り）、ユニリーバ（消費財）などでは、
CSR の主目的たる「持続可能性」への積極的な取り
組みが業績を押し上げている、との報告もある。

米国市場と同様のトレンドが、今後、日本を含む他
地域にどのように波及していくのか――。これは買い
手となる企業や消費者の選択に大きく依存する問題で
ある。地域や産業ごとに比較が必要になるものの、彼
我の差にかかわらず、大いに参考にすべきところがあ
るに違いない。 

注1：�国連環境計画（UNEP）の公認機関でCSR報告書のガイドライン
を開発している米国 NPO、GRI（Global�Reporting� Initiative）が
公表するガイドライン。

注2：�企業活力研究所「企業の社会的責任に関する国際規格の適切の有
り方について」（2014年3月）

注3：�調達物品の生産（過程）が社会、環境など外部に与える負の影響
を考慮して調達先、調達物品を決定する調達方針。

注4：�経済同友会「日本企業のCSR」（2014年5月）
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資料：�SEDEXウェブサイトを基に作成


